
大学設置基準等を改正する省令案について

【柔軟なアカデミック・カレンダーの設定について】

Ⅰ．改正案の背景・趣旨

平成２４年８月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転

換に向けて」の考え方を踏まえ，学生の主体的な学びを促進するため，各大学及び短

期大学における創意工夫により，より多様な授業期間の設定を可能にする。

Ⅱ．改正案の概要

【大学設置基準及び短期大学設置基準の改正】
大学及び短期大学における各授業科目の授業期間について，１０週又は１５週にわ

たる期間を単位として行うこととする現行制度の考え方は原則としつつ，教育上必要

があり，かつ，十分な教育効果をあげることができると認められる場合には，より多

様な授業期間の設定を可能にする。

Ⅲ．今後の予定

平成２５年３月中 公布
平成２５年４月１日 施行
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○
授
業
期
間
に
つ
い
て
、
「
１
０
週
又
は
１
５
週
」
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
従
来
主
流
で
あ
っ
た
「
週
１
コ
マ
、
１
５
週
」
の

講
義
を
中
心
と
し
た
授
業
の
あ
り
方
の
多
様
化
を
推
進
す
る
た
め
、
よ
り
弾
力
的
な
授
業
期
間
の
設
定
を
可
能
に
す
る
。

○
そ
の
際
、
平
成
２
４
年
８
月
の
中
教
審
答
申
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
」
の
考

え
方
を
踏
ま
え
、
各
大
学
に
お
け
る
創
意
工
夫
に
よ
り
、
一
方
向
の
知
識
伝
達
型
の
授
業
か
ら
、
教
員
・
学
生
が
双
方

向
に
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
学
生
の
主
体
的
な
学
び
を
重
視
す
る
授
業
へ
の
転
換
が
必
要
。

○
な
お
、
今
回
の
改
正
は
、
授
業
期
間
を
弾
力
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
講
義
で
あ
れ
ば
１
単
位
当
た
り
最
低
で
も
１
５
時

間
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
定
期
試
験
の
期
間
を
含
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
平
成
２
０
年
中
教
審
答
申

で
示
し
た
単
位
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

大
学
設
置
基
準
改
正
の
内
容

○
参
考
：
大
学
設
置
基
準
第
２
３
条
（
改
正
後
）

（
各
授
業
科
目
の
授
業
期
間
）

第
二
十
三
条
各
授
業
科
目
の
授
業
は
、
十
週
又
は
十
五
週
に
わ
た
る
期
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
教
育
上
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
十
分
な
教
育
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

【
改
正
の
趣
旨
】

○
「
教
育
上
必
要
」
か
つ
「
十
分
な
教
育
効
果
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
授
業
期
間
の
弾
力
的
な
運
用
を
認
め
る

○
１
０
週
・
１
５
週
よ
り
長
い
期
間
も
含
め
、
１
０
週
・
１
５
週
と
異
な
る
期
間
を
容
認

○
「
教
育
上
必
要
」
か
つ
「
十
分
な
教
育
効
果
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
授
業
期
間
の
弾
力
的
な
運
用
を
認
め
る

○
１
０
週
・
１
５
週
よ
り
長
い
期
間
も
含
め
、
１
０
週
・
１
５
週
と
異
な
る
期
間
を
容
認

【
具
体
的
な
方
向
性
】

1

【
改
正
後
の
条
文
】
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設
置
基
準
改
正
に
よ
る
効
果

○
現
在
で
も
、
語
学
や
体
育
実
技
の
集
中
講
義
な
ど
、
１
０
週
・
１
５
週
の
例
外
と
な
る
授
業
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
「
教
育
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
」
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
各
大
学
に
お
い
て
は
限
定
的
に
運
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

○
今
回
、
こ
の
「
教
育
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
」
と
の
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、
各
大
学
が
、
授
業
改
善
の
た
め
に
、
よ

り
柔
軟
に
授
業
期
間
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
が
想
定
さ
れ
る
。

2

（
週
複
数
回
授
業
の
実
施
）

・
８
週
間
で
、
１
時
間
の
講
義
を
週
２
回
実
施
＜
１
単
位
＞

→
例
え
ば
、
８
週
間
を
原
則
と
し
た
「
４
学
期
制
」
の
実
施
も
可
能
に
な
る
。

（
１
コ
マ
あ
た
り
の
授
業
時
間
の
見
直
し
）

・
１
コ
マ
あ
た
り
の
授
業
時
間
を
延
ば
し
、
１
４
週
間
で
、
２
．
２
時
間
の
講
義
を
週
１
回
実
施
＜
２
単
位
＞

（
様
々
な
授
業
形
態
の
組
み
合
わ
せ
）

・
１
３
週
間
で
、
１
時
間
の
講
義
を
週
１
回
実
施
し
、
特
定
の
日
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
６
時
間
）
を
実
施
＜
１
単
位
＞

・
１
１
週
間
で
行
う
「
サ
ー
ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

①
６
週
間
、
１
時
間
の
講
義
を
週
１
回
行
う

②
４
週
間
、
地
域
に
お
け
る
社
会
奉
仕
活
動
を
現
場
実
習
と
し
て
週
１
回
（
１
回
あ
た
り
６
時
間
）
行
う

③
最
後
の
週
に
、
振
り
返
り
学
修
と
し
て
、
演
習
授
業
を
１
回
（
２
時
間
）
行
う

＜
１
単
位
＞

○
ま
た
、
現
行
で
は
但
し
書
き
の
対
象
と
し
て
、
集
中
講
義
を
前
提
に
し
た
「
短
い
特
定
の
期
間
」
し
か
明
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
例
え
ば
、
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
と
理
解
を
深
め
る
必
要
の
あ
る
授
業
な
ど
、
１
０
週
・
１
５
週
よ
り
長
い
期
間
に
つ

い
て
も
明
示
的
に
認
め
る
。

想
定
さ
れ
る
具
体
的
な
事
例
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弾
力
化
に
伴
う
質
保
証
の
た
め
の
措
置

○
授
業
期
間
を
弾
力
化
し
た
場
合
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
カ
レ
ン
ダ
ー
だ
け
で
は
、
１
単
位
あ
た
り
に
必
要
な
授
業
が
適
切
に

行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
外
形
的
に
確
認
で
き
ず
、
質
保
証
の
面
で
の
懸
念
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
下
記
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
各
大
学
に
対
し
て
通
知
等
で
趣
旨
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
認
証
評
価
機

関
に
も
伝
達
す
る
。

3

・
引
き
続
き
、
授
業
期
間
の
原
則
は
１
０
週
又
は
１
５
週
と
す
る
。

・
１
単
位
あ
た
り
の
学
修
に
関
す
る
考
え
方
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
講
義
で
あ
れ
ば
、
引
き
続
き
、
１
単
位
あ
た
り

１
５
時
間
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
授
業
期
間
を
弾
力
化
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
各
大
学
に
お
い

て
、
単
位
の
修
得
に
必
要
な
授
業
時
間
数
が
適
切
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
こ
と
。

・
授
業
期
間
の
弾
力
化
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
教
育
上
合
理
的
な
必
要
性
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
１
０

週
又
は
１
５
週
の
原
則
通
り
に
授
業
を
行
う
場
合
と
同
等
以
上
の
教
育
効
果
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
。
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大学設置基準等を改正する省令案について

【空地・運動場に関する特区制度の全国化への対応について】

Ⅰ．改正の背景・趣旨

平成２２年３月に、構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特別
区域において講じられた規制の特例措置の評価に係る評価・調査委員会の意見
に関する今後の政府の対応方針」においては、構造改革特別区域における運動
場及び空地に関する大学設置基準の特例措置に関する事項について、構造改革
特別区域における規制の特例措置の内容のとおり、全国展開を行うことが盛り
込まれている。また、全国展開の実施時期は、平成２３年度中を目途に、でき
るだけ速やかに措置するものとされているところである。
このため、文部科学省において、大学設置基準及び短期大学設置基準の改正

を行った。

Ⅱ．改正の概要

【大学設置基準及び短期大学設置基準の改正】

１．空地に係る代替措置について
法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を

行うことが困難であるため空地を校舎の敷地に有することができない場合にお
いて、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得ら
れる効用と同等以上の効用が得られる代替措置を当該大学が講じている場合に
限り、空地を校舎の敷地に有しないことができることとする。
また、代替措置については、できる限り開放的であって、多くの学生が余裕

をもって、休息、交流その他に利用できる屋内空間を設けており、かつ、その
ために必要な設備が備えられていることとする。

２．運動場に係る代替措置について
法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を

行うことが困難であるため運動場を設けることができない場合において、運動
場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる代替措置を当
該大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、運動
場を設けないことができることとする。
また、代替措置については、原則として、体育館やスポーツ施設を備えるこ

ととする。ただし、特別の事情がある場合は、様々な運動が可能で、多くの学
生が余裕をもって利用できる一定の要件を満たす運動施設を利用に供すること
により行うことができることとする。

Ⅲ．公布・施行

平成２４年３月中 公布
平成２５年１月１日 施行
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学位規則の改正案について 
 
 
 
第一 改正の趣旨 

 

博士の学位を授与された者は、博士論文を印刷公表することとされている（学位規

則（昭和２８年文部省令第９号）第９条）ところ、大学院における教育研究成果の電

子化及びオープンアクセスの推進の観点から、印刷公表に代えて、インターネットを

利用して公表することとするための改正を行う。 

あわせて、博士論文要旨等の公表（同第８条）についても、インターネットを利用

した公表とするための改正を行う。 

 

 

第二 改正の概要 
 
１ 博士論文要旨等の公表について 

大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う、授与した博士の学位に係る

論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表について、その方法をインターネ

ットの利用による公表とする（第８条関係） 

 
２ 博士論文等の公表について 

博士の学位を授与された者が行う、当該博士の学位の授与に係る論文又はその内容

を要約したものの公表について、その方法を、印刷により公表することに代えて、当

該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の協力を得て

インターネットにより公表することとする（第９条関係） 

 
３ 施行期日 

 この改正は、平成２５年４月１日から施行するものとする（附則関係） 
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【
学
位
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
）
新
旧
対
照
表
】

◎
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
論
文
要
旨
等
の
公
表
）

（
論
文
要
旨
等
の
公
表
）

第
八
条

大
学
及
び
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
は
、
博
士
の
学
位

第
八
条

大
学
及
び
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
は
、
博
士
の
学
位

を
授
与
し
た
と
き
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
当

を
授
与
し
た
と
き
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
当

該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
内
容
の
要
旨
及
び
論
文
審
査
の
結
果
の
要

該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
内
容
の
要
旨
及
び
論
文
審
査
の
結
果
の
要

旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
日

第
九
条

博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
当
該
学
位
を
授
与
さ
れ
た
日
か
ら
一

か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
博
士
の
学
位
の
授
与
に
係
る
論
文
の
全
文
を
公
表
す
る

年
以
内
に
、
そ
の
論
文
を
印
刷
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
学
位
を

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
前
に
既
に
公
表
し
た

授
与
さ
れ
る
前
に
既
に
印
刷
公
表
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
や
む
を
得

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
大
学
又
は
独
立
行

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
大
学
又
は
独
立
行

政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
博
士
の
学
位
の
授

政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
論
文
の
全
文
に
代

与
に
係
る
論
文
の
全
文
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
公
表
す
る
こ
と

え
て
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
印
刷
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
大
学
又
は
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・

、
当
該
大
学
又
は
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
は
、
そ
の
論
文
の

学
位
授
与
機
構
は
、
そ
の
論
文
の
全
文
を
求
め
に
応
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と

全
文
を
求
め
に
応
じ
て
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

３

博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
が
行
う
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
当
該

（
新

設
）
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博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
大
学
又
は
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

の
協
力
を
得
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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学
位
規
則
の
改
正
概
要

博
士
の
学
位
の
授
与

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
に
よ
る
公
表

・
論
文
の
全
文

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
に
よ
る
公
表

・
論
文
の
要
約

全
文
閲
覧
（
大
学
）

「
や
む
を
得
な
い
事
由
」

が
あ
る
場
合

改
正
後
の
博
士
論
文
の
公
表
に
係
る
フ
ロ
ー

原
則

大
学
等
の
承
認

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
表
が
で
き
な

い
内
容
を
含
む
場
合

・
立
体
形
状
に
よ
る
表
現
を

含
む

・
著
作
権
や
個
人
情
報
に

係
る
制
約

不
利
益
が
生
じ
る
場
合

・
出
版
刊
行
（
予
定
）

・
学
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
へ
の

掲
載
（
予
定
）

・
特
許
の
申
請
（
予
定
）

等

「
や
む
を
得
な
い
事
由
」

が
な
く
な
っ
た
と
き

【
改
正
の
趣
旨
・
概
要
】

○
大
学
の
教
育
研
究
の
成
果
で
あ
る
博
士
論
文
等
の
質
を
相

互
に
保
証
し
合
う
仕
組
み
と
し
て
、
博
士
論
文
等
を
相
互
に

参
照
で
き
る
よ
う
公
表
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

○
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
制
度
創
設
の
昭
和
２
８
年
以

来
「
印
刷
公
表
」
（
単
行
の
書
籍
又
は
学
術
雑
誌
等
の
公
刊
物

に
登
載
す
る
こ
と
）
に
よ
る
と
規
定
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
情
報

化
の
進
ん
だ
現
下
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
ま
た
、
印
刷
の

負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る

公
表
」
と
す
る
改
正
を
行
う
。

学
位
規
則
（
抄
）
〔改
正
前
〕

第
九
条
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
当
該
学
位
を

授
与
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
そ
の
論
文
を
印
刷
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
公
表
」

に
改
正

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ

た
者
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

博
士
の
学
位
を
授
与
し
た
大
学
又
は
独
立
行
政
法
人
大

学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
論
文

の
全
文
に
代
え
て
そ
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
を
印
刷
公

表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
２
５
年
４
月
１
日
施
行
予
定

（
施
行
日
以
降
に
授
与
す
る
学
位
に
適
用
）

（
参
考
）
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改
正
後
の
運
用
に
つ
い
て

学
位
授
与
大
学
等

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
公
表

・
博
士
論
文
要
旨

・
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

学
位
授
与
大
学
等
の
協
力
を
得
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

り
公
表

・
博
士
論
文
の
全
文

（
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
、
大
学
等
の
承
認
を
受
け
、
全

文
に
代
え
て
要
約
と
す
る
こ
と
が
可
能
）

博
士
号
取
得
者

国
立
国
会
図
書
館
へ
の
送
付

・
博
士
論
文
の
全
文
等

文
部
科
学
大
臣
へ
の
報
告

・
（
整
備
を
行
っ
た
場
合
）
学
位
規
程

文
部
科
学
大
臣
へ
の
提
出

・
学
位
授
与
報
告
書

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
表
」
は
、
各

大
学
の
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
よ

る
公
表
を
基
本
と
す
る
。

今
次
の
改
正
に
伴
い
、

電
子
的
な
提
出
を
原
則
と
す
る

運
用
に
変
更
。

新
学
位
規
則

第
８
条

新
学
位
規
則

第
９
条

学
位
規
則

第
1
2
条

学
位
規
則

第
1
3
条

高
等
教
育
局
長
通
知

（
２
４
文
科
高
第
９
３
７
号
）
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- 2 -

じない場合には、１個の専攻に限り、博士課程（前期及び後期の課程に区分する

博士課程における前期の課程を除く｡以下「博士課程（前期を除く 」という ）。） 。

の教員が兼ねることができるとしたこと （第５条第２項）。

二 留意事項

（一）各専門職大学院においては、専門職大学院制度は、教育の質保証の観点から、一

定の独立性を確保し、教育に専念する教育組織を充実することを制度の趣旨とし

た上で、他の課程との教育の関連性や優秀な教員を確保するため、学部、修士課

程については３分の１まで、博士課程後期についてはその全部の算入を認める旨

の経過措置を設けていたが、この特例が平成２５年度で終了することを受けて、

今般の改正が行われることになった経緯を踏まえ、適切に対応すること。

（二）博士課程（前期を除く ）との接続については、専門職大学院教育を担う教員の。

養成や、専門職学位課程から博士課程への進学者への対応等の観点から、附則で

はなく第５条第２項を改正して本則に規定するとともに、大学設置基準等の関連

規定との整合等を踏まえ、適切な規定振りとしたものであること。

（三）博士課程（前期を除く ）の教員が、専門職学位課程に置くこととされる数の専。

任教員を兼ねることができるのは、教育上支障を生じない場合、１個の専攻に限

られるものとしたが、これは博士課程（前期を除く ）との接続は、制度の趣旨を。

踏まえ、一定の合理的な条件の下に限り認められることを明確にしたものである

ことに留意すること。なお、教育上支障が生じるかどうかの具体的な判断につい

ては、学問分野や個々の大学の状況によってその程度が異なることから、各大学

において適切に判断するものであること。

（四）専門職大学院に必要な専任教員数が配置されているなど独立性の確保及び教育体

制の充実が図られている場合には、更なる教育の充実等を図る観点から、専門職

学位課程の専任教員が他の研究科や専攻等において教育研究を行うこと、また、

他の研究科や専攻等の専任教員が専門職大学院において教育を行うことは、教育

上支障を生じない限りにおいて、従前どおり差し支えないこと。

（五）専門職学位課程に必ず置くこととされる専任教員の数を超えて専門職大学院が教

員を配置する場合、求められる数を超えた部分の教員については、本改正の適用

が及ぶものではないこと。ただし、この場合であっても、必ず置くこととされる

専任教員の数に含まれるか否かを問わず、これまでと同様に、教員の質の確保に

努める必要があること。

第二 施行について

専門職大学院設置基準の一部を改正する省令は平成２６年４月１日から施行する

こと。
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専門職大学院設置基準における専任教員関係の

特例措置の終了に伴う省令改正について

（１）改正の趣旨

専門職大学院設置基準上必ず置くこととされる専任教員（以下「必置教員」

という ）について、現在は特例措置により、他の学位課程に必要な教員数に算。

入できることとされている。その特例措置が終了する平成２６年度以降の取扱

いに係る省令の一部を改正するものである。

（２）改正の概要

専門職大学院の必置教員は、他の学位課程に必要な教員数に算入できないこ

とが原則であるが、平成２５年度までは特例として認められている。

中央教育審議会答申「グローバル化社会の大学院教育 （平成２３年１月）の」

提言等を踏まえ、将来の専門職大学院の教員養成などへの影響にかんがみ、現

在の特例措置が終了する平成２６年度以降、教育上支障を生じない場合には、

１個の専攻に限り、博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程におけ

る前期の課程を除く ）の教員が専門職学位課程の専任教員を兼ねることができ。

るよう所要の省令改正を行う。

※ 現行の特例措置終了後であっても、専門職大学院の専任教員が、自大学の別の

、 、 。専攻(学科)において いわゆる兼担教員として 教育研究に従事することは可能

（３）施行期日

この改正は、平成２６年４月から施行するものとする。
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専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
に
お
け
る
専
任
教
員
に
関
す
る

特
例
措
置
の
終
了
に
伴
う
制
度
改
正
に
つ
い
て
（
概
要
）

○
専
門
職
大
学
院
の
専
任
教
員
に
つ
い
て

①
専
門
職
大
学
院
は
，
設
置
基
準
上
で
専
攻

分
野
ご
と
に
規
定
さ
れ
る
数
の
専
任
教
員
（必

置
教
員
）
を
置
く
。

②
こ
の
上
記
の
専
任
教
員
に
つ
い
て
は
，
学

部
・
修
士
・
博
士
課
程
に
必
要
な
教
員
の
数
に

算
入
で
き
な
い
こ
と
と
す
る

○
経
過
措
置
（
平
成
２
５
年
度
ま
で
の
特
例
）

①
学
部
，
修
士
課
程
，
博
士
課
程

(前
期

)と
の

間
で
は
，
必
置
教
員
の
１
／
３
ま
で
算
入
可
能

②
博
士
課
程

(後
期
）
と
の
間
で
は
，
必
置
教

員
の
全
員
が
算
入
可
能

○
専
門
職
大
学
院
の
専
任
教
員
に
つ
い
て

①
専
門
職
大
学
院
は
，
設
置
基
準
上
で
専

攻
分
野
ご
と
に
規
定
さ
れ
る
数
の
専
任
教

員
（
必
置
教
員
）
を
置
く
。

②
た
だ
し
上
記
の
専
任
教
員
に
つ
い
て
は
、

教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
１
個

の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
を
除

く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
が
兼
ね
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
。

中
教
審
で
の
検
討
結
果

・
専
門
職
大
学
院
制
度
は
，
独
立
性
を
確
保

し
教
員
組
織
の
充
実
を
趣
旨
と
す
る
た
め
，

他
の
学
位
課
程
に
必
要
な
教
員
の
数
に
専

門
職
大
学
院
の
専
任
教
員
を
算
入
す
る
こ
と

を
原
則
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
。

・
た
だ
し
，
中
教
審
で
の
審
議
の
結
果
、
経
過

措
置
終
了
後
も
、
専
門
職
大
学
院
の
教
員

養
成
に
支
障
を
生
じ
る
懸
念
等
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
博
士
課
程
後
期
と
の
接
続
は
認
め
る

こ
と
が
適
当
と
整
理
。

・
そ
の
際
，
専
門
職
大
学
院
が
教
員
組
織
の

充
実
を
制
度
趣
旨
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
，

博
士
課
程
後
期
と
の
接
続
を
認
め
る
に
あ

た
っ
て
は
，
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合

に
は
、
１
個
の
専
攻
に
限
り
認
め
る
旨
を
法

令
上
明
記
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
あ
わ

せ
て
整
理
。

【
現
行
制
度
の
概
要
】

【
改
正
後
の
制
度
の
概
要
】

※
 経

過
措

置
を

定
め

て
い

た
附

則
が

、
平

成
２

５
年

度
末

を
も

っ
て

終
了

す
る

こ
と

を
踏

ま
え

て
、

以
下

の
通

り
、

法
令

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

※
上

記
整

理
に

よ
り

，
一

般
の

大
学

院
に

お
い

て
、

博
士

課
程

の
前

期
（
修

士
課

程
）
と

後
期

と
の

間
で

接
続

が
認

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

と
同

様
の

扱
い

と
な

る

※
経

過
措

置
を

設
け

た
趣

旨
は

，
①

優
秀

な
教

員
の

確
保

，
②

博
士

課
程

後
期

へ
の

進
学

者
へ

の
対

応
の

観
点

か
ら

，
平

成
２

５
年

度
ま

で
の

特
例

と
し

て
設

け
た

も
の

で
あ

り
、

制
度

の
定

着
状

況
を

見
つ

つ
見

直
す

こ
と

に
な

っ
て

い
た

も
の

で
あ

る
。
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（
参
考
）
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
大
学
院
教
育
」
答
申
（
中
教
審
，
平
成

23
年

1月
）

＜
専
門
職
学
位
課
程
の
教
員
組
織
に
関
す
る
検
討
＞

学
士

課
程

，
修

士
課

程
又

は
博

士
課

程
を

担
当

す
る

教
員

は
，

教
育

研
究

上
支

障
が

な
い

場
合

に
は

，
他

の
学

位
課

程
の

教
員

等
が

こ
れ

を
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
，

専
門

職
大

学
院

に
つ

い
て

は
，

設
置

基
準

上
必

ず
置

く
こ

と
と

さ
れ

る
専

任
教

員
（
以

下
「
必

置
教

員
」
と

い
う

。
）
は

，
他

の
学

位
課

程
の

必
置

教
員

数
に

算
入

で
き

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
は

，
専

門
職

大
学

院
に

お
け

る
教

育
に

専
念

す
る

教
員

の
充

実
を

図
り

，
教

育
の

質
を

担
保

す
る

こ
と

や
，

専
門

職
大

学
院

の
独

立
性

を
確

保
す

る
こ

と
の

必
要

性
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

他
方

，
専

門
職

大
学

院
の

制
度

発
足

の
円

滑
な

移
行

を
図

る
観

点
か

ら
，

制
度

創
設

後
10

年
間

の
特

例
と

し
て

，
他

の
学

位
課

程
の

必
置

教
員

数
へ

の
算

入
が

認
め

ら
れ

て
い

る
が

（
専

門
職

大
学

院
設

置
基

準
附

則
第

２
項

），
こ

の
特

例
は

平
成

2
5年

度
で

終
了

す
る

。

こ
の

た
め

，
特

例
措

置
終

了
後

の
教

員
組

織
の

在
り

方
に

つ
い

て
，

専
門

職
大

学
院

制
度

の
趣

旨
を

踏
ま

え
て

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

そ
の

際
，

理
論

と
実

務
の

架
橋

を
目

的
と

す
る

専
門

職
学

位
課

程
に

お
け

る
教

育
資

源
の

蓄
積

を
支

え
る

研
究

活
動

の
活

性
化

，
教

員
の

養
成

機
能

の
維

持
・
向

上
，

進
学

を
希

望
す

る
学

生
へ

の
対

応
，

国
際

競
争

力
へ

の
影

響
な

ど
を

勘
案

す
る

と
，

専
門

職
学

位
課

程
と

博
士

課
程

（
後

期
）
の

接
続

を
図

る
こ

と
は

重
要

で
あ

る
。

ま
た

，
大

学
に

お
け

る
教

育
と

研
究

は
一

体
で

あ
り

，
学

位
課

程
及

び
専

攻
ご

と
の

目
的

や
役

割
の

違
い

を
踏

ま
え

つ
つ

も
，

相
互

に
連

携
協

力
を

図
り

全
体

と
し

て
教

育
研

究
水

準
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

教
員

が
学

位
課

程
及

び
専

攻
の

壁
を

超
え

て
相

互
に

連
携

協
力

す
る

こ
と

や
，

流
動

性
の

高
い

教
員

組
織

の
整

備
を

積
極

的
に

推
進

す
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。

こ
れ

ら
の

こ
と

を
踏

ま
え

，
教

育
研

究
の

質
保

証
の

観
点

に
留

意
し

つ
つ

，
上

記
特

例
措

置
終

了
後

の
専

門
職

学
位

課
程

の
教

員
組

織
の

在
り

方
や

制
度

的
対

応
の

取
扱

い
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
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（
別
添
資
料
）

○
文
部
科
学
省
令
第
三
十
八
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

田
中

眞
紀
子

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び

後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格
を
有
す
る

者
（
大
学
院
設
置
基
準
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
が
こ
れ
を
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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【
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
八
号
）

新
旧
対
照
表
】

○

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

条

文

案

現

行

（
教
員
組
織
）

（
教
員
組
織
）

第
四
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育

第
四
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育

上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
五
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
五
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
上
の
指
導
能

か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
上
の
指
導
能

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
専
任
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
専
任
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

一

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
又
は
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

一

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
又
は
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

二

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

二

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
一
個
の

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第

専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け

二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和

る
前
期
の
課
程
を
除
く

を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者

大

四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入

。
）

（

学
院
設
置
基
準
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

を
除
く

）
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

３

（
略
）

３

（
略
）

- 65 -



- 1 -

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

参
照
条
文

○
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号

（
抄
）

）

（
教
員
組
織
）

第
四
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
、
教
育
上
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

第
五
条

専
門
職
大
学
院
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
上
の

指
導
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
専
任
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

一

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
教
育
上
又
は
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

二

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

三

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準

（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
う
ち
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の

実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

附

則

２

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
間
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数

の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
大
学
設
置
基
準
第
十
三
条
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
及
び
大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
数
に
算
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
学
院
設
置
基
準
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の
数
に
は
、
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
の
数
の
す
べ
て
を
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
六
号

（
抄
）

）

第
三
条

学
校
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
種
類
に
応
じ
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
設
備
、
編
制
そ
の
他
に
関
す
る
設
置
基
準
に
従
い
、
こ
れ
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

校
長
及
び
教
員
（
教
育
職
員
免
許
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く

）
の
資
格
に
関
す
る
事
項
は
、
別
に
法

。

律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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○
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号

（
抄
）

）

（
教
員
組
織
）

第
八
条

大
学
院
に
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
研
究
科
及
び
専
攻
の
規
模
並
び
に
授
与
す
る
学
位
の
種
類
及
び
分
野
に
応
じ
、
必
要
な
教

員
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

大
学
院
は
、
教
員
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
連
携
体
制
を
確
保
し
、
組
織
的
な
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
特
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

３

大
学
院
の
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
学
部
、
研
究
所
等
の
教
員
等
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
研
究
科
の
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
研
究
を
協
力
し
て
実
施
す
る
大
学
の

教
員
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

大
学
院
は
、
教
育
研
究
水
準
の
維
持
向
上
及
び
教
育
研
究
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
教
員
の
構
成
が
特
定
の
範
囲
の
年
齢
に
著
し
く
偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

６

大
学
院
は
、
二
以
上
の
校
地
に
お
い
て
教
育
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
校
地
ご
と
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の

校
地
に
は
、
当
該
校
地
に
お
け
る
教
育
に
支
障
の
な
い
よ
う
、
原
則
と
し
て
専
任
の
教
授
又
は
准
教
授
を
少
な
く
と
も
一
人
以
上
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
校
地
が
隣
接
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
条

大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
数

置
く
も
の
と
す
る
。

一

修
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
一
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
高
度
の
教
育
研
究
上
の
指
導
能
力
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
者

イ

博
士
の
学
位
を
有
し
、
研
究
上
の
業
績
を
有
す
る
者

ロ

研
究
上
の
業
績
が
イ
の
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ハ

芸
術
、
体
育
等
特
定
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
高
度
の
技
術
・
技
能
を
有
す
る
者

ニ

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

二

博
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
に
あ
つ
て
は
、
次
の
一
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
担
当
す
る
専
門
分
野
に
関
し
、
極
め
て
高
度
の
教
育
研
究
上
の
指
導
能
力
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ

博
士
の
学
位
を
有
し
、
研
究
上
の
顕
著
な
業
績
を
有
す
る
者

ロ

研
究
上
の
業
績
が
イ
の
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ハ

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
優
れ
た
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

２

博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く

）
を
担
当
す
る
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合

。

に
は
、
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
修
士
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
前
項
第
二
号
の
資
格
を
有
す
る
者
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
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